
租税特別措置法の規定による優良住宅の認定に関する規則の一部を改正する規則新旧対照表

租税特別措置法の規定による優良住宅の認定に関する規則（昭和49年規則第35号）の一部を次のように改正する。

改正後 改正前

○租税特別措置法の規定による優良住宅の認定に関する規則

昭和49年６月１日規則第35号

改正 昭和57年10月５日規則第45号

昭和63年12月28日規則第66号

平成９年４月１日規則第45号

平成12年４月１日規則第127号

平成15年３月28日規則第17号

平成17年８月23日規則第119号

平成17年12月13日規則第162号

令和５年６月９日高知県規則第87号

租税特別措置法の規定による優良住宅の認定に関する規則をここに公布

する。

第１条 この規則は、租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第28条の４第

３項第６号、第31条の２第２項第15号ニ、第62条の３第４項第15号ニ及び第

63条第３項第６号の規定に基づく認定（以下「優良住宅認定」という。）事

務に関し必要な事項を定めるものとする。

第２条から第５条 （略）

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（昭和57年10月５日規則第45号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（昭和63年12月28日規則第66号）

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

○租税特別措置法の規定による優良住宅の認定に関する規則

昭和49年６月１日規則第35号

改正 昭和57年10月５日規則第45号

昭和63年12月28日規則第66号

平成９年４月１日規則第45号

平成12年４月１日規則第127号

平成15年３月28日規則第17号

平成17年８月23日規則第119号

平成17年12月13日規則第162号

租税特別措置法の規定による優良住宅の認定に関する規則をここに公布

する。

第１条 この規則は、租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第28条の４第

３項第６号、第31条の２第２項第15号ニ、第62条の３第４項第15号ニ、第63

条第３項第６号及び第68条の69第３項第６号の規定に基づく認定（以下「優

良住宅認定」という。）事務に関し必要な事項を定めるものとする。

第２条から第５条 （略）

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（昭和57年10月５日規則第45号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（昭和63年12月28日規則第66号）

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。



2/6

改正後 改正前

（高知県手数料規則の一部改正）

２ 高知県手数料規則（昭和31年高知県規則第８号）の一部を次のように改正する。

（次のよう略）

附 則（平成９年４月１日規則第45号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成12年４月１日規則第127号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成15年３月28日規則第17号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成17年８月23日規則第119号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成17年12月13日規則第162号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（令和５年６月９日高知県第87号）

この規則は、公布の日から施行する。

（高知県手数料規則の一部改正）

２ 高知県手数料規則（昭和31年高知県規則第８号）の一部を次のように改正する。

（次のよう略）

附 則（平成９年４月１日規則第45号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成12年４月１日規則第127号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成15年３月28日規則第17号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成17年８月23日規則第119号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成17年12月13日規則第162号）

この規則は、公布の日から施行する。
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改正後 改正前

第１号様式（第２条関係） 第１号様式（第２条関係）
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改正後 改正前
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改正後 改正前
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改正後 改正前

第２号様式（第４条関係） 第２号様式（第４条関係）


